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  厚生労働省 

 

 2 月 28 日、厚生労働省は 2015 年度の国

民健康保険の赤字額が 2,843 億円だったと

発表した。また、後期高齢者医療制度の保険

給付費は14兆455億円と過去最高を記録し、

収支は 268 億円の黒字だったものの、前年度

よりも 6,166 億円も増えている。 

 政府が掲げる「持続可能な社会保障制度」

の確立のためには、抜本的な改革が必要なこ

とが改めて浮き彫りとなった。 

 

■2016年度約1,700億円、2017年度以降 

 毎年約3,400億円を財政支援 

 国民健康保険の赤字額は、2014 年度より

も 243 億円の削減に成功している。しかし、

これは約 1,700 億円の財政支援が行われた

ためで、実質的な赤字額は 1,500 億円近く上

乗せした数字と判断できる。 

 2016 年度も約 1,700 億円、2017 年度

以降は毎年約 3,400 億円の財政支援が決定

しており、単年で数字だけを見れば赤字額が

解消される可能性もあるが、国の財政に負担

がかかっている状況は変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 また、75 歳以上が加入する後期高齢者医療

制度は、現役世代の拠出金を増したことで給

付費の伸びを抑えている。しかし、今後はさ

らに加入者が増えていくため、高齢者負担の

見直しが進められることは確実となる見通し

である。 

 

■2018年度の診療報酬・介護報酬の 

 同時改定に向けて議論 

 これらの状況を踏まえると、今年集中的に

進められる 2018 年度の診療報酬・介護報酬

の同時改定に向けての議論の内容が、大きな

意味を持つことになる。安倍晋三首相は、2

月 17 日の衆院予算委員会で「医療・介護の

同時改定は重要な分水嶺」と述べたが、同時

改定の議論の焦点は、膨れ上がる社会保障費

をいかに抑制するかの一点に絞り込まれると

言っても過言ではないだろう。 

 医療の現場が特に注目しておきたいのは、

在宅医療である。すべての団塊の世代が後期

高齢者となり、かつ国民の 3 分の 1 が 65 歳

以上となる「2025 年問題」を考え合わせれ

ば、これらが今後の医療の中心を占めること

が予測されるが、引き続き在宅医療の重視に

より、診療報酬体系がどのように変わるのか

は、今後の医療ビジネスに大きく影響する。 

 また、在宅医療が増えれば地域の医療機関

の連携の重要性も高まるため、前回の診療報

酬改定で増えた地域医療の報酬がどうなるか

についても、引き続き注視が必要である。

２０１５年度国民健康保険、２,８４３億円の赤字
後期高齢者医療制度の保険給付費は過去最高 
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 公益社団法人日本医師会  

日本医師会は 3 月 1 日、同会が企画・開発

した文書交換サービス「MEDPost」（メドポ

スト）を 4 月 1 日から提供開始すると発表し

た。日本医師会標準レセプトソフトの ORCA

プロジェクトを運営する日本医師会 ORCA

管理機構株式会社の新事業として展開される。 

 

■厚労省の安全管理ガイドラインに準拠した 

 設計で、安全に医療文書を交換できる 

メドポストは、医療機関同士が安全に医療

文書を交換できるクラウドサービスで、かか

りつけ医と病院との間での電子紹介状のやり

とりなどに活用できる。 

紹介状は記載されている個人情報が多いた

め、とりわけ安全性に配慮しており、厚生労

働省の「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」（安全管理ガイドライン）に

準拠した設計となっている。 

 例えば、文書の送受信時だけではなく、ク

ラウド上で保管する際も暗号化し、サービス

利用の本人確認には、日本医師会が発行する

医師資格証（HPKI カード）を活用することで

ユーザーを限定して、安全性を確保している。   

 また、注目したいのは、送信待機時間を設

定できる点で、送信ボタンを押しても実際に

はすぐ送信されないため、誤送信の軽減が期

待される。 

 その他、送受信のアラート機能が装備され

ており、ファイルが届くと登録されたメール

アドレスに着信通知が送付され、送信者はフ

ァイルがダウンロードされたことを確認でき

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サービス利用料は初期費用無料、 

 月額利用料は1000円からと格安 

このようなクラウドサービスを日本医師会

が企画・開発したのは、2016 年度の診療報

酬改定で電子紹介状に関する加算が新たに収

載されたことが背景にある（検査・画像情報

提供加算が退院患者の場合 200 点、電子的診

療情報評価料が診療所の場合 30 点）。これら

の加算の算定要件として、タイムスタンプ付

きの電子署名や、安全管理ガイドラインに準

じた通信環境が必要となるため、要件をクリ

アできるサービスを企画・開発するに至った

ものである。 

現在は、電子紹介状の利用が主になるが、

従来は紙ベースだった医療文書も、今後は電

子化の更なる促進が想定される。また、在宅

医療が推進されている状況も鑑み、スムーズ

かつ安全に医療情報をやりとりできる環境が

一層必要とされることから、利用サービスの

選択肢の一つとして検討すべきだろう。 

なお、現時点のサービス利用料は、医師資

格を有する医師ならば、初期費用無料、月額

利用料は 1000 円からに設定されている。

医療文書を安全交換できるクラウドサービス開始
２０１６年度診療報酬改定の新設加算にも対応 
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 厚生労働省 ２０１７年 1 月１９日公表  

 
 
 
 第 1 号被保険者数は、３,４１5 万人となっている。 

 
 
 要介護（要支援）認定者数は、６２9.７万人で、うち男性が１９5.８万人、女性が４３３.９

万人となっている。 

 第１号被保険者に対する６５歳以上の認定者数の割合は、約１８.０％となっている。 

 （保険者が、国民健康保険団体連合会に提出する受給者台帳を基にしたものである） 

 
 
 居宅（介護予防）サービス受給者数は、３９２.２万人となっている。 

 （居宅（介護予防）サービスのサービス別受給者数とサービス別利用回（日）数は、国民健康保険団体連合会か

ら提出されるデータを基に算出した値である） 

 
  
 地域密着型（介護予防）サービス受給者数は、７６.７万人となっている。 

 （地域密着型（介護予防）サービスのサービス別受給者数とサービスの利用回数は、国民健康保険団体連合会か

ら提出されるデータを基に算出した値である） 

 
 
 施設サービス受給者数は９１.４万人で、うち「介護老人福祉施設」が 51.２万人、「介護老人

保健施設」が３４.９万人、「介護療養型医療施設」が 5.５万人となっている。 

 （同一月に2施設以上でサービスを受けた場合、施設ごとにそれぞれ受給者数を1人と計上するが、合計には1人 

 と計上しているため、3施設の合算と合計が一致しない） 
 

 

  

 高額介護（介護予防）サービス費、高額医療合算介護（介護予防）サービス費、特定入所者介

護（介護予防）サービス費を含む保険給付費の総額は、７,７６４億円となっている。 

 

介護保険事業状況報告（暫定） 
（平成２８年１０月分） 

 

経営 TOPICS 

統計調査資料 

抜 粋 

 
 

概  要 

要介護（要支援）認定者数（１０月末現在）    
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 居宅（介護予防）サービス受給者数（現物給付８月サービス分、償還給付９月支出決定分）    
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 地域密着型（介護予防）サービス受給者数（現物給付８月サービス分、償還給付９月支出決定分）  
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 施設サービス受給者数（現物給付８月サービス分、償還給付９月支出決定分）     

 

5 
 

 保険給付決定状況（現物給付８月サービス分、償還給付９月支出決定分）     
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（１）再掲：保険給付費（居宅、地域密着型、施設） 

 居宅（介護予防）サービス分は３,７４２億円、地域密着型（介護予防）サービス分は１,１７７

億円、施設サービス分は２,４０６億円となっている。 

 （特定入所者介護（介護予防）サービス費は、国民健康保険団体連合会から提出される現物給付分のデータと保

険者から提出される償還給付分のデータを合算して算出した値である） 

 
（２）再掲：高額介護（介護予防）サービス費、高額医療合算介護（介護予防）サービス費 

 高額介護（介護予防）サービス費は１７０億円、高額医療合算介護（介護予防）サービス費は

９億円となっている。 

 

（３）再掲：特定入所者介護（介護予防）サービス費 

 特定入所者介護（介護予防）サービス費の給付費総額は２６１億円、うち食費分は１６７億円、

居住費（滞在費）分は９４億円となっている。 

 （特定入所者介護（介護予防）サービス費は、国民健康保険団体連合会から提出される現物給付分のデータと保

険者から提出される償還給付分のデータを合算して算出した値である） 
 

第１号被保険者１人あたり保険給付費 【都道府県別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費は含まない。 

※保険給付費については、第２号被保険者分を含んだ数値を使用している。 
 

介護保険事業状況報告（暫定）（平成２８年１０月分）の全文は、 

当事務所のホームページの「医業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

出典：介護保険事業状況報告（平成２８年８月サービス分） 
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地域包括ケア構築に不可欠となる  
 

クラウド型電子カルテ
活用のポイント 

     1. 地域連携に不可欠となる医療ＩＣＴ       
     2. クラウドを活用した医療ＩＣＴの行方       

     3. クラウド型電子カルテ活用事例 
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 医療機関におけるＩＣＴの進展については、レセプトの電算化（データの電子媒体収録及びオン

ライン提出）から始まり、オーダリング、電子カルテといった診療ベースに展開されてきました。 

 また、それらツールから抽出された患者データや疾病及び医療費データなどを扱う統計データ管理

ツール、さらに院内の多職種間の情報共有ツール（サイボウズ等）なども医療ＩＣＴに分類されます。 
  
■ＩＣＴとＩＴの違い 

●ＩＣＴ(Information and Communication Technology)は「情報通信技術」の略 

∴ 同じ意味を表すＩＴ(Information Technology)は、主に経済分野におけるコンピュータ関連の

技術に、ＩＣＴは公共事業の分野におけるコンピュータ技術として用いられる 

 ⇒ 国際的にはＩＣＴが定着していることなどから、日本でも近年ではＩＣＴがＩＴに代わ

る言葉として浸透 

●日本においては、ＩＴは経済産業省、ＩＣＴは総務省が用いている 

 
（１）電子カルテと医用画像管理システム 
 調査会社のシードプランニングによると、電子カルテに関連する市場について、2018 年（平

成 30 年）には 2,500 億円を超す規模に達すると予測しています。 

 現在、病院における医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）は、480 億円規模で横ばい傾向であ

る一方、診療所向けのＰＡＣＳは、オールインワン型や電子カルテ用アプリを備えた比較的安価

なクラウドサービスなどにより、70 億円の市場規模にまで達する勢いとなっています。 

 この背景には、新規開業する診療所の 70～80％（都市部では、ほぼ 100％）が、電子カル

テを導入している現状があります。また、病院においても、『日本再興戦略』において「400 床

以上の病院への電子カルテ普及率を現状の 70％～90%以上に」という具体的な目標値が示さ

れたことで、今後普及が進むと予想されています。 
  
■電子カルテ及びＰＡＣＳの市場予測 
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地域連携に不可欠となる医療ＩＣＴ 1 
進展する医療ＩＣＴの実情         
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                   （出典：日経デジタルヘルス 2016 年 3 月） 

 

（２）医療ＩＣＴ推進の追い風となる地域医療連携 

 診療所向けの電子カルテシステムの導入については、地域医療連携や地域包括ケア、在宅診療

などにおける、患者視線に立った効率的な診療の実現（患者情報共有化）に向けて必須アイテム

であるとの判断も、電子カルテ普及の追い風となっています。 

 2014 年（平成 26 年）における電子カルテの普及率は、病院が 41.4％であるのに対し、無

床診療所は 36.8％と決して高い数字ではありません。しかし、新規に開業する診療所の多くは

電子カルテを導入しているため、普及率の向上が地域医療連携推進のカギになるといえます。 

 

■診療所における電子カルテ導入の状況 

（単位：件） 

 
院内全体で

導入 

院内の 

一部で導入 

導入済 

合計 

今後予定 

あり 
予定なし 

未導入 

合計 
総計 

一般診療所 25,054 10,124 35,178 4,244 61,039 65,283 100,461 

（出典：厚生労働省「平成 26 年医療施設調査」） 

 
 
（１）医療分野におけるＩＣＴ化の効果 

 医療分野におけるＩＣＴ化の効果については、積極的にＩＣＴ化に取り組んでいる医療機関と

導入が進展していない医療機関において、その効果にどのような違いがあるのかについて、総務

省がアンケートを実施しています。 

 因果関係を分析した結果、積極的にＩＣＴ化に取り組んでいる医療機関ほど、情報共有、事務

処理向上や労働時間短縮等の効果を得ており、ＩＣＴ利活用の進展は医療機関に便益をもたらす

ことがわかりました。 

医療ＩＣＴ化の効果と拡大の可能性     
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（１）進展するクラウドサービス 

 日本国内のクラウドサービス市場規模は、2010 年から 2016 年までの６年間で約８倍

（0.36 兆円から 2.81 兆円）に拡大すると予測されています。また、直近の調査では全産業の

約 40％でクラウドサービスを利用しており、健康・医療・介護分野においても、機微な情報を

含む個人の健康・医療・介護に関する情報を安全に管理できるクラウドサービスの積極的な利用

が期待されています。 

 

■クラウドサービスの市場規模推計 
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（出典：総務省調査【2012 年 3 月】） 

（２）国が描く今後の情報収集のあり方 

 総務省及び厚生労働省では、こうしたクラウド等ＩＣＴ技術の活用が本格化する時代において、

健康・医療・介護情報を個人が効率的に収集・活用する仕組みのあり方や、モバイル・８Ｋ（ハ

イビジョン画質の 16 倍、４K 画質の４倍の超高精細映像）などの最新技術の活用のあり方等

について、広く関係者の意見を聞き、今後の政策の検討の礎としていくことを目的として、2015

年６月「クラウド時代の医療ＩＣＴの在り方に関する懇談会」を設置しました。 

 政府の方針との整合を図るべく、政府の健康・医療戦略推進本部においては、次世代医療ＩＣ

Ｔ基盤協議会を設置し（2015 年１月）、医療・介護・健康分野のデータの収集と利活用を円滑

に行う仕組みの構築を推進しています。
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クラウド型医療ＩＣＴの現状    
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（１）クラウドサービス活用がトレンドの電子カルテ 

 医療現場、特に電子カルテの分野においては、クラウドサービス利用がトレンドとなっており、

「電子カルテシステムの導入から脱却して、クラウド型サービス利用にシフト」とする流れが加

速しています。セキュリティ強化の問題はありますが、導入や運用負担の大幅な軽減などのメ

リットの期待から、クリニックでの活用が増えることが想定されます。 

 
（２）最新のクラウドサービス活用型電子カルテ 

 株式会社シーエスアイ（CSI Co.Ltd/本社：札幌市）は、2015 年８月より主力商品である

電子カルテシステム『MI・RA・Is シリーズ』のクラウド対応を完了し、2016 年５月よりデータ

センターを利用したクラウドサービスをスタートしました。 

 その主な特徴は、以下のとおりです。 

 
■主な特徴（抜粋） 

❶初期費用の大幅削減 
 ・サーバー不要となるため導入費用大幅カット 

 

❷省資源運用 
・空調設備が不要   ・電気代の節減   ・スペースの有効活用  

・メンテナンスなどのＴＣＯ（総保有コスト）削減 ・病院システム運用担当者の運用負担軽減 

 
❸事業継続性の確保、セキュリティ対策 

・有事の際に損害を最小限に抑え、診療を継続するため、大規模災害にも耐えられる安心・安全・堅

牢なデータセンターにて診療情報を守ります。 

データセンターでは安全なインフラ設備と強固なセキュリティを確保できるため、データの保全

性を高めます。 

 
❹地域医療連携システム等をスムーズに利用 
 ・地域医療連携システム「ID-Link」や、地域包括ケアシステムをサポートする医療・介護・生活支 

  援一体型システム「Personal Network ぱるな」との連携を、データセンター側の設定のみでス 

  ムーズに利用することができます。 

 

 今後は、クラウドを活用した電子カルテによる地域ネットワーク構築により、患者医療情報が

迅速かつ確実に共有化され、緊急時の対応のほか、薬剤使用の適切な管理徹底、介護や在宅医療

との間の、よりシームレスな対応が可能となることが期待されています。 
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１０ 

病院における中・長期事業計画の 
策定プロセスを教えて下さい。 

 

 
 

 

 
 

 

 病院理念・基本方針に基づいた中・長期計画（マスタープラン）策定の前提

として、病院の❶外部環境分析（行政施策・動向、社会環境、医療・福祉界概

況、競合機関等）、❷内部環境分析（組織体質、機能、行動力、求心力、

リーダーシップ、将来性等）、❸内外環境変化の方向性把握、のそれぞれを踏

まえて、自院の理念・基本方針を達成しうる事業計画を立案するためのシステ

ムづくりがあります。 

 医療を取り巻く環境の大幅な変化によって、個人が担うことが困難となってきたため、大別す

ると次のような二通りの方法を採用する傾向にあります。  

 

（１）部門横断的プロジェクト・チームの活用 

 医局（医師）、看護・技術・医事課等部門別に代表者を選定し、６ヶ月～１年程度の期間を定

め、各部門の提案を集約した上で将来戦略に反映させる方法で、部門を横断した参加意識の醸成

は一時的なモラル向上に効果的ですが、全部実施の困難性、最終的な意思決定権限の欠如がデメ

リットといえます。 

 

（２） 専門部門の設置 

 院内の企画部にマスタープラン起案の責任者を選任し、情報収集や具体的手法の研修を実施し

たうえで、起案から実施後のフォローにも関与させる方法で、次の点に留意が必要です。 

❶必要なスキルを備えた責任者の選定 
 収集した情報の分析やプレゼンテーション能力を備えた現場の事情・感覚に通じた者が適任。 

❷プレゼンテーションの受け入れ体制の構築 
 責任者には、最終的な意思決定をなす機関（理事会等）との関係作りのため、経営会議等に出

席させる。 

❸専従の責任者 
 経営計画策定期間は、本来の業務と兼務させず、専従とする。 

❹各部門管理者との協議権限付与 
 起案から実施に至るまで各部門との意見調整が可能となるよう、管理職と常時協議が可能な権

限を付与しておくことが望ましい。 

❺計画案の審議・決定権限は理事会等機関とする 
 経営者の専決とならないよう、経営計画に関する審議・決定は意思決定機関が行う旨を定める。 

中・長期事業計画 
（マスタープラン）の策定 

ジャンル：機能選択 ＞ 病床機能選択 



 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 臨床研修指定病院の認可を受けることにより、医療の質の向上や病院組織の

活性化、地域からの信頼アップ等を理由として患者の確保が期待できるところ

ですが、研修に必要な施設や図書、病歴管理等体制の整備が必要とされます。 

 こうした要件を満たすための準備期間としては、大学病院等一部の病院を除

いて、最低でも５年間程度の時間が必要だと考えられるでしょう。 

 

 認可申請準備のポイントとプロセスは、次のとおりです。  

 

■臨床研修病院であるための条件 
１．医局内コンセンサス 

 臨床研修指定病院の認可によっても、診療報酬上または直接に経営的なメリットはないことか

ら、認可を取得する目的について、とりわけ医師全員に理解させ、協力を得ることが最も重要な

前提条件となります。 

 また、基本的には当該病院の標榜する全診療科目において臨床研修を実施することになるため、

指導医の確保あるいは養成も必要です。 

 

２．準備委員会の設置 

 委員長（副院長クラスから選任することが望ましい）のほか、アドバイザー（大学教授等）の

設置も必要と考えます。 

 

３．剖検体制の整備 

 年間剖検例 20 体以上かつ剖検率 30％以上が認可要件とされていることから、病理医の確保

と中央検査室の整備が必要であるほか、スキルの高い検査技師の確保も重要です。 

 

４．経営体質の強化 

 一般の診療にとっては無駄な支出となるものの、研修目的として最新の医学文献の整備や高額

で不採算な医療機器の設置が義務付けられているため、その他の材料費や一般管理費等で積極的

なコスト削減策を実行できる経営体質に改善することが必要です。   

ジャンル：機能選択 ＞ 病床機能選択 

 
臨床研修指定病院認可までの 
プロセス 

急性期病院に必要と思われる臨床研修指定病院への 

参加について、認可までのプロセスを教えて下さい。 


